
Ⅰ 所管⾏政の概要

下⽔道施設は、健康で⽂化的な⽣活、快適な居住環境を実現させる上で、必要不可⽋な
⽣活基盤施設です。また、河川や湖沼などの公共⽤⽔域の⽔質保全を図るためにも、⽋か
すことの出来ない施設です。当事務所は、市町村が整備する公共下⽔道事業との連携を図
り、流域下⽔道施設の建設・改築更新、運転管理、維持管理、⽔質管理に取り組んでおり、
その概要は次のとおりです。

１ 所管業務

「利根川流域別下⽔道整備総合計画」に基づき、次の６処理区の⽔質浄化センターの建
設・改築更新と幹線管渠の築造・改築、並びに４処理区（奥利根、県央、桐⽣、⻄⾢楽）
の⽔質浄化センターの運転管理、維持管理、⽔質管理を⾏っています。
なお、４処理区（奥利根、県央、桐⽣、⻄⾢楽）の⽔質浄化センターの維持管理業務に

ついては、昭和６２年６⽉以降、財団法⼈群⾺県下⽔道公社が⾏っていましたが、公社解
散に伴い、平成２０年４⽉に維持管理業務が群⾺県に移⾏され、当事務所の所管となりま
した。それと同時に⺠間活⼒を活⽤した包括的⺠間委託を導⼊し、３年契約での第３期の
委託が平成２８年度末で終了し、平成２９年度からは第４期の委託が開始されました。

（１）奥利根処理区（利根川上流流域下⽔道）の概要
沼⽥市、みなかみ町を対象に、県内初めての流域下⽔道として昭和５２年から建

設事業に着⼿し、昭和５６年４⽉に供⽤を開始しました。供⽤済み管渠延⻑は
約１４．６㎞です。
奥利根⽔質浄化センターは沼⽥市に位置し、年間約４４６万ｍ3の汚⽔処理を

⾏っています。

（２）県央処理区（利根川上流流域下⽔道）の概要
前橋市、⾼崎市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、⽢楽町、

⽟村町の１０市町村を対象に、県内２番⽬の流域下⽔道として昭和５３年から建設
事業に着⼿し、昭和６２年１０⽉に供⽤を開始しました。供⽤済み管渠延⻑は
約１４３．９㎞です。
県央⽔質浄化センターは⽟村町に位置し、年間約５，２４５万ｍ3の汚⽔処理を

⾏っています。
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（３）桐⽣処理区（東⽑流域下⽔道）の概要
桐⽣市、みどり市を対象に、既に供⽤開始されていた桐⽣市の公共下⽔道施設を、

平成７年４⽉１⽇に流域下⽔道施設として県に移管しました。その後、増設拡張を
⾏い、平成２２年６⽉から第４系列を供⽤開始しました。供⽤済み管渠延⻑は
約２５．９㎞です。
桐⽣⽔質浄化センターは桐⽣市の南東端に位置し、年間約６２３万ｍ3の汚⽔処

理を⾏っています。

（４）⻄⾢楽処理区（東⽑流域下⽔道）の概要
太⽥市、千代⽥町、⼤泉町、⾢楽町の４市町を対象に、平成２年度から建設事業

に着⼿し、平成１２年４⽉１⽇に供⽤を開始しました。供⽤済み管渠延⻑は
約１９．３㎞です。
⻄⾢楽⽔質浄化センターは千代⽥町に位置し、年間約３１４万ｍ3の汚⽔処理を

⾏っています。

（５）新⽥処理区（東⽑流域下⽔道）の概要
太⽥市を対象に、平成３年度から事業着⼿し、平成１８年７⽉１⽇に供⽤を開始

しました。供⽤済み管渠延⻑は約２０．７㎞です。
また、供⽤開始に合わせ下⽔道施設の運転管理、維持管理、⽔質管理業務を太⽥

市に委託しています。
利根備前島⽔質浄化センターは太⽥市に位置し、年間約１６４万ｍ3の汚⽔処理

を⾏っています。

（６）佐波処理区（東⽑流域下⽔道）の概要
伊勢崎市、太⽥市を対象に、平成１３年度から事業着⼿し、平成２０年９⽉２７

⽇に供⽤を開始しました。供⽤済み管渠延⻑は約２１．８㎞です。
また、供⽤開始に合わせ下⽔道施設の運転管理、維持管理、⽔質管理業務を伊勢

崎市に委託しています。
平塚⽔質浄化センターは伊勢崎市に位置し、年間約９８万ｍ3の汚⽔処理を⾏っ

ています。
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２ 主たる事業の執⾏状況

（１）奥利根処理区
処理場のホッパ設備増設⼯事が完了しました。
また、マンホール蓋更新⼯事を実施しました。

（２）県央処理区
⽟村北ポンプ場のNo.1・2主ポンプ設備改築更新⼯事、監視制御設備改築更新⼯

事が完成しました。
新たに、処理場の⽔処理２系最初沈澱池設備改築更新⼯事、⽔処理１系ステップ

可動堰改築更新⼯事、最初沈澱池汚泥引抜設備改築更新⼯事、榛東マンホールポン
プ改築更新⼯事、遠⽅監視制御設備改築更新⼯事、特⾼変電所変圧器増設⼯事、⽟
村北ポンプ場の耐震⼯事に着⼿しました。
また、マンホール蓋更新⼯事を実施しました。

（３）桐⽣処理区
新たに、処理場の監視制御設備改築更新⼯事に着⼿しました。
また、マンホール蓋更新⼯事を実施しました。

（４）⻄⾢楽処理区
処理場の監視制御設備改築更新⼯事が完成しました。

（５）新⽥処理区
場内整備⼯事（躯体ひび割れ補修）を実施しました。
処理場の流量計設置⼯事を実施しました。

（６）佐波処理区
伊勢崎幹線の管渠築造⼯事を推進しました。
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３ 施設⾒学の実績
（１）⾒学者⽉別件数 （単位︓⼈）

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 合計

⼀ 般 0 0 0 61 0 23 0 0 0 0 0 0 84
学 校 0 0 0 53 35 83 62 0 0 0 0 0 233
官公庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 114 35 106 62 0 0 0 0 0 317

⼀ 般 0 0 0 0 117 0 0 0 36 0 0 4 157
学 校 0 73 290 57 0 0 0 0 0 0 0 0 420
官公庁 0 40 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 44
計 0 113 290 57 121 0 0 0 36 0 0 4 621

⼀ 般 0 0 0 0 0 0 537 0 0 0 0 0 537
学 校 150 95 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 254
官公庁 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
計 150 95 18 0 0 0 537 0 9 0 0 0 809

⼀ 般 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
学 校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官公庁 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
計 0 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 20

⼀ 般 0 0 0 78 117 23 537 0 36 0 0 4 795
学 校 150 168 290 110 35 83 62 0 9 0 0 0 907
官公庁 0 40 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 65
合 計 150 208 308 188 159 106 599 0 45 0 0 4 1,767
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（２）⾒学者の推移
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（⼈） 奥利根 県央 桐⽣ ⻄⾢楽

－ 4－

所
管
行
政
の
概
要


